
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

平成12年の技術士法の改正により、技術士の資質向上を図るため、資格取得後の研鑚が技術士の責務として明文化され
ました。これを受けて、日本技術士会では、平成14年度から「技術士CPD(継続研鑚)」を推進しています。近年、技術士
CPDが対外的に評価を受ける機会が増えています。そのため、日本技術士会では、技術士CPDの信頼性の確保とCPD
登録実績記録に基づく技術士CPD登録証明書の質を担保するため、「技術士CPDガイドライン」を策定しています。
この度、技術士CPDの信頼性の向上を図るとともに、より多くの技術士が技術士CPD登録に参加できるように技術士
CPDガイドラインの改定を行いました。改定された技術士CPDガイドライン(第３版)は平成29年4月1日以降の登録に
適用されます。今回の改定の趣旨をご理解いただき、多くの技術士が研鑚に励まれ、ガイドラインに基づいた技術士CPD
登録をされることを期待しています。

＊ 技術士会が認定するｅラーニングの履修を、CPD時間10時間を上限に自己学習の別枠として
　 認める。
＊ 技術士の「Pe-CPD」に収録されている講演会等を活用して地域本部等が開催する講演会等を、
講習会への参加（実施形態１）として認める。

＊ 時間重み係数を論文口頭発表は3から5に、大学・学協会等の研修講師は2から3とする。
＊ 多様な自己学習他の内容を具体的に明示し、時間重み係数を1から0.5とする。
＊ その他「技術士CPDの実施形態と時間重み係数及びCPD時間の関係」を改定する。

CPD記録の登録にあたっては、必ず「技術士CPDガイドライン(第3版)」(平成29年4月)をご覧いただき、簡潔に分かり
易い内容で登録してください。特に、CPD記録は、業務や活動記録を登録するものではない点を念頭に、技術士CPDと
してふさわしい内容のCPD登録が、技術士CPD制度の社会的信頼を高める第一歩であることをご理解のうえ、継続研鑚に
励み、CPD登録をお願いします。

技術士CPD
「技術士の資質の向上」を目指したContinuing Professional Development

平成 29 年４月１日から
技術士CPDガイドライン（第３版）が適用になります！

技術士CPD ガイドライン（第3版）
詳しくは下記ホームページをご覧下さい
日本技術士会CPDホームページ　
http://www.engineer.or.jp/sub05/

正会員･非会員に関わらず申請に応じた期間の「技術士CPD登録証明書」を発行
します。発行にあたっての手続き等は次のとおりです。

① 登録証明の対象期間は、過去5年分までとする。
② 証明書の発行は、WEB登録されたCPD記録を基本とする。
③ 証明書は、対象期間のCPD時間の合計、並びにその内訳の課題毎のCPD時
間の合計及び実施形態毎のCPD時間の合計を記載する。

④ 証明書の発行は、日本技術士会ホームページからのWEB申請により発行する。
⑤ CPD登録実績がWEB登録でない場合は、登録証明書を発行しない。
⑥ 記録内容は「CPDの実施形態と時間重み帰依数 (CPDWF) 及びCPD時間の
関係」に基づくものとする。

⑦ 記録内容の審査のために、依頼から発行までに2週間程度必要である。ただし、
審査での質疑応答及び修正時間は含まない。

●発行にあたっては、CPD記録の内容審査を行います。

■ 技術士CPD登録証明書

手　数　料区　分項　　目
正会員

非会員

正会員
非会員
正会員
非会員
正会員

CPD登録証明書（WEB登録）

CPD認定会員（WEB登録）

WEB登録

文書登録

無　料
8,000円 /年度

1,000円 /年度
10,000円 /年度
1,000円 /部 注1）

5,000円 /部 注2）

3,000円 /回

（パスワードの再発行は無料）技術士CPD登録

注1） CPD記録シートを添付する場合は合計1,500円/部
注2） CPD記録シートを添付する場合は合計7,000円/部

■ 技術士CPDの登録・証明書の発行等の手数料

CPD認定会員証（カード）の見本

日本技術士会は、CPD制度の推進のため、平成18年3月から技術士CPD認定
会員制度を発足させました。
本制度は、日本技術士会正会員 ( 技術士 ) が一定以上の継続研鑚を重ねているこ
とを証明し､社会的に活用されることを目的として、正会員本人からの申請により、
公益社団法人日本技術士会 CPD 認定会員であることを認定するものです。認定
の証しとして認定会員証（文書とカード）を交付し、日本技術士会HPの「CPD認定
会員一覧」コーナーにおいて氏名等が公表されます。また、WEB会員名簿でCPD
認定会員であることを表示します。なお、認定の有効期間を3年間とし、引続き認定
を求める場合は更新申請が必要となります。

CPD 認定会員の条件は次のとおりです。
① 正会員で会費が未納でないこと
② CPD実績の登録は、WEB登録とし、原則CPD実施後３ヵ月以内に登録すること
③ 申請時点で 以下の条件をすべて満足していること
　・ 過去3年度間で150 CPD時間以上の実績があること
　・ 過去3年度間において、各年度30 CPD時間以上の実績があること
　・ 過去3年度間において、少なくともA 一般共通課題が２項目、B 技術課題が 1項目の実績があること
　・ 過去3年度間において、実施形態の10形態のうち、少なくとも3形態の実績があること
　・ 記録内容が、「CPDの実施形態と時間重み係数（CPDWF）及びCPD時間の関係」に基づいていること
● 認定会員の認定申請（新規・更新）にあたっては、上記③が満たされているか、CPD記録の内容審査を行います。
● なお、年１回、認定会員の中から無作為に抽出し、上記③が満たされているか、CPD記録の内容審査を行います。

■ 技術士CPD認定会員制度

平成13年より、技術士の資質向上を図るため CPD の実施が技術士の責務として位置づけられています。

技術士CPD( 継続研鑚 )制度

● 目標として年平均50CPD 時間、3年間に150CPD時間
のCPD実施が望まれます。

● CPD時間は、CPDに実際に要した時間に、CPDの内容を
勘案した時間重み係数（CPDWF）を考慮します。

　（ CPD時間＝実時間×CPDWF）
● APEC エンジニアは更新期間の5年間に250CPD時間
が必要です。

● CPD認定会員は、直近の3年間で150CPD時間以上登
録していることが必要です。

■ CPD時間の目標
● CPD 記録の登録は、日本技術士会のホームページから
WEBで随時登録（入力）ができます。

● ID・PW を取得してください。日本技術士会会員の方は、
会員 ID・PWを使用してください。

● 未入会の技術士の方は、手数料がかかります。

● 文書登録の手続きについては、日本技術士会ホームページ
をご覧ください。(可能な限りWEB登録をお願いします)

■ CPDの記録・登録

技術士には、CPD の目的に適したものを自主的に選択して
実行することが求められます。自分の置かれている立場を考
慮して、CPD課題とCPD実施形態をバランス良く実施する
とともに、計画的な実施を心掛けてください。CPDの課題と
実形態については、「CPDの課題区分と項目」「CPDの実施
形態と時間重み係数及びCPD時間の関係」の表をご参照く
ださい。

■ CPDの課題及び実施形態
技術士は、高等の専門的応用能力を有した技術者として、次
のような視点を重視したCPDに努めることが必要です。

■ CPDの目的

① 技術者倫理の徹底
② 科学技術の進歩への関与
③ 社会環境変化への対応
④ 技術者としての判断力の向上

今回の主な見直し
技術士CPD登録証明書の見本1 
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2018 年1 月に下記へ移転
〒105-0011東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館
TEL.03-3459-1331　FAX.03-3459-1338
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